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　　平成２９年度八重瀬町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１，８７３，０００千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（地方債）

第２条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利

　率及び償還の方法は、「第２表　地方債」による。

　（一時借入金）

第３条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３，０００，０００千円と定める。

　（歳出予算の流用）

第４条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場

　合は、次のとおりと定める。

（１）　各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合

　　における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成２９年３月６日　提出

　　　八重瀬町長　　比　屋　根　方　次

　平成２９年度八重瀬町一般会計予算



 













償　還　の　方　法

－ 6 －

第　 ２　 表　　　　地　 　方　 　債

起　　債　　の　　目　　的 限  度  額 起 債 の 方 法 利　率

臨 時 財 政 対 策 債

303,000

証書借入又は証券発行

年３％以内

但し、町財政の都合により償還期

新 城 小 学 校 校 舎 改 築 事 業
193,400

白 川 小 学 校 増 築 事 業
5,700

借入日以降３０年以内の元利均等

又は元金均等償還若しくは融資条

千円

27,800

道 路 整 備 事 業

36,000

22,500

る。

農 と 緑 施 設 整 備 事 業

間を短縮し、若しくは繰上償還又は

低利に借り換えることができる。

（ただし、利率見直

し方式で借り入れる

政府資金及び地方公

共団体金融機構等に

ついて、利率見直し

を行った後において

は当該見直し後の利

率）

避 難 誘 導 案 内 標 識 設 置 事 業
6,300

なお、起債の全部又は一部を翌年

度へ繰越して借り入れることができ

戦 跡 整 備 事 業
7,000

件により変更もできる。

公 園 緑 地 事 業

合　　　　　　　　　計

601,700
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資－１

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調べ（普通会計ベース）

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調べ（普通会計ベース）地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調べ（普通会計ベース）

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調べ（普通会計ベース）

（単位：千円）

（単位：千円）（単位：千円）

（単位：千円）

当該年度中増減見込額

起債見込額

③

元金償還見込額

④

15,916,036

15,916,03615,916,036

15,916,036 15,413,024

15,413,02415,413,024

15,413,024 601,700

601,700601,700

601,700 1,251,921

1,251,9211,251,921

1,251,921 14,762,803

14,762,80314,762,803

14,762,803

7,484,949

7,484,9497,484,949

7,484,949 7,414,626

7,414,6267,414,626

7,414,626 309,300

309,300309,300

309,300 395,368

395,368395,368

395,368 7,328,558

7,328,5587,328,558

7,328,558

34,767

34,76734,767

34,767 23,766

23,76623,766

23,766 0

00

0 11,206

11,20611,206

11,206 12,560

12,56012,560

12,560

122,517

122,517122,517

122,517 90,317

90,31790,317

90,317 27,800

27,80027,800

27,800 29,802

29,80229,802

29,802 88,315

88,31588,315

88,315

6,061,352

6,061,3526,061,352

6,061,352 5,662,419

5,662,4195,662,419

5,662,419 65,500

65,50065,500

65,500 667,661

667,661667,661

667,661 5,060,258

5,060,2585,060,258

5,060,258

0

00

0 0

00

0 0

00

0 0

00

0 0

00

0

2,212,451

2,212,4512,212,451

2,212,451 2,221,896

2,221,8962,221,896

2,221,896 199,100

199,100199,100

199,100 147,884

147,884147,884

147,884 2,273,112

2,273,1122,273,112

2,273,112

1,328

1,3281,328

1,328 1,067

1,0671,067

1,067 0

00

0 264

264264

264 803

803803

803

（1）土    木    債

（1）土    木    債（1）土    木    債

（1）土    木    債 1,328

1,3281,328

1,328 1,067

1,0671,067

1,067 0

00

0 264

264264

264 803

803803

803

（2）農    林    債

（2）農    林    債（2）農    林    債

（2）農    林    債 0

00

0 0

00

0 0

00

0 0

00

0 0

00

0

0

00

0 0

00

0 0

00

0 0

00

0 0

00

0

15,917,364

15,917,36415,917,364

15,917,364 15,414,091

15,414,09115,414,091

15,414,091 601,700

601,700601,700

601,700 1,252,185

1,252,1851,252,185

1,252,185 14,763,606

14,763,60614,763,606

14,763,606

区          分

前々年度末現在高

①

前年度末現在高見込額

②

当該年度末

現在高見込額

⑤＝②＋③－④

１　普    通    債

１　普    通    債１　普    通    債

１　普    通    債

２　災 害 復 旧 債

２　災 害 復 旧 債２　災 害 復 旧 債

２　災 害 復 旧 債

３　そ    の    他

３　そ    の    他３　そ    の    他

３　そ    の    他

合　　　　　計

合　　　　　計合　　　　　計

合　　　　　計

（1）総　  務　  債

（1）総　  務　  債（1）総　  務　  債

（1）総　  務　  債

（2）民　  生　  債

（2）民　  生　  債（2）民　  生　  債

（2）民　  生　  債

（3）農 林 水 産 債

（3）農 林 水 産 債（3）農 林 水 産 債

（3）農 林 水 産 債

（4）土    木    債

（4）土    木    債（4）土    木    債

（4）土    木    債

（5）公  営  住  宅

（5）公  営  住  宅（5）公  営  住  宅

（5）公  営  住  宅

（6）教    育    債

（6）教    育    債（6）教    育    債

（6）教    育    債



単位：千円

期間 金額 期間 金額 国県支出金 町債 その他

電算システム機器使用料 24,570 H25～Ｈ28 16,602 H29～H30 7,968 0 0 0 7,968

八重瀬町パソコンリース事業 17,000 H26～H28 8,159 H29～Ｈ30 8,841 0 0 0 8,841

八重瀬町観光拠点施設指定管理委
託料

35,640 Ｈ29～Ｈ31 35,640 0 0 0 35,640

八重瀬町観光・地域交流宿泊施設
（ぷらっとやえせ）指定管理委託料

6,000 Ｈ29～Ｈ30 6,000 0 0 0 6,000

八重瀬町町税等のコンビニエンスス
トアに係る収納事務の委託

1件当たり56円に

収納取扱件数及

び消費税を乗じ

て得た額

H27～Ｈ28

1件当たり56

円に収納取

扱件数及び

消費税を乗じ

て得た額

Ｈ29

1件当たり56円

に収納取扱件

数及び消費税

を乗じて得た

額

0 0 0
1件当たり56円に収

納取扱件数及び消

費税を乗じて得た額

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

事　　　　　　項 限度額

前年度末までの
支出（見込み)額

当該年度以降
の支出予定額

左の財源内訳

特定財源
一般財源

資－2



給-1

給与明細書

１　特別職

単位：千円

報酬 給料 期末手当

退職手当

負担金

調整手当 計

　長等 2          -              16,572      4,938        4,972        -              26,482      2,401        28,883      

　議員 15         43,704      -              13,021      -              -              56,725      16,436      73,161      

　その他特別職 1          -              7,092        2,113        2,128        -              11,333      1,963        13,296      

教育長

合計 18         43,704      23,664      20,072      7,100        -              94,540      20,800      115,340    

　長等 2          -              16,572      4,786        4,972        -              26,330      2,586        28,916      

　議員 16         46,512      -              13,431      -              -              59,943      18,358      78,301      

　その他特別職 1          -              7,092        2,048        2,128        -              11,268      2,039        13,307      

教育長

合計 19         46,512      23,664      20,265      7,100        -              97,541      22,983      120,524    

　長等 -          -              -              152          -              -              152          △185       △33         

　議員 △1       △2,808     -              △410       -              -              △3,218     △1,922     △5,140     

　その他特別職 -          -              -              65            -              -              65            △76         △11         

合計 △1       △2,808     -              △193       -              -              △3,001     △2,183     △5,184     

備考 １　長等とは町長、副町長をいい、その他の特別職とは長等及び議員以外の特別職をいう。

２　この表は、報酬又は給料をもって支弁される特別職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載する。

３　給与費欄のその他の手当欄に記載した場合は、備考欄に当該手当の内容を具体的に記載すること。

比較

給与費

共済費 合計 備考

前年度

（Ｈ28）

区分 職員数

本年度

（Ｈ29）



２　一般職

　（１）総括

単位：千円

報酬 給料 職員手当 計

本年度

（Ｈ29）

189        -               673,700     531,134     1,204,834   207,131     1,411,965   

前年度

（Ｈ28）

183        -               669,011     526,486     1,195,497   214,045     1,409,542   

比較 6           -               4,689         4,648         9,337         △6,914     2,423         

単位：千円

区分 扶養手当 住居手当

時間外勤務

手当

特殊勤務

手当

通勤手当 管理職手当 期末手当

退職手当

負担金

その他 備考

本年度

（Ｈ29）

21,882       19,706       22,691       -               5,488         8,681         254,669     182,054     15,963       

児童手当  　　 15,750

教職員特別     84

選挙時間外　　129

前年度

（Ｈ28）

20,604       18,643       22,065       -               5,698         8,921         245,869     187,858     16,828       

児童手当  　　 15,725

教職員特別     84

選挙時間外　　1019

比較 1,278         1,063         626           -               △210        △240        8,800         △5,804     △865        

備考 １　この表は、報酬又は給料をもって支弁される一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む）で予算の積算の基礎と

　なったものについて記載すること。

備考

職員手当

の内訳

給　与　費

共済費 合計区分 職員数

給-2



給-3

　（２）給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

事由 金額

給与改定に伴う増減分 1,490           人事院勧告 ・給料表改定

普通昇給に伴う増減分 11,961         定期昇給

その他の増減分 △8,762        人事等

昇給期間短縮に伴う増減分 -                

制度改正に伴う増減 10,078         人事院勧告 ・勤勉手当率、扶養手当

その他の増減 △5,430        人事等

予算組替え -

備考 １　昇給期間短縮とは、給与に関する条例において昇給の基準として規定する一般的な昇給期間の経過前に

　給料月額を引き上げることになるすべての措置をいう。

２　増減額欄の金額は、「（１）総括」の給料及び職員手当のそれぞれの比較金額と一致すること。

３　説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分

　について当該手当の種類別の内訳を記載すること。

職員手当 4,648      

備　　考

給料 4,689

増　減　事　由　別　内　訳

区分 増減額 説　　明



（３）給料及び職員手当の状況

　ア　職員1人当たり給与

単位：円

一般行政職 税務職 教育職

薬剤師・

医療技術職

技能労務職

　平均給料月額 (円) 310,899              263,179              282,918              356,100              286,300              

　平均給与月額 (円) 335,200              276,479              292,582              372,713              328,500              

　平均年齢　     (歳) 40.8                   34.1                   38.8                   47.8 47.0                   

　平均給料月額 (円) 315,941              285,607              295,144              351,600              217,995              

　平均給与月額 (円) 343,070              308,071              302,122              363,900              239,095              

　平均年齢　     (歳) 42.5                   39.8                   41.7                   46.8 53.5                   

　イ　初任給

（平成29年3月1日現在）

行政職（一） 行政職（二）

高　校　卒 146,100                    143,500              146,100              143,500              

大　学　卒 178,200                    -                       178,200              -                       

国の制度　(円)

技能労務職(円)

区　　　　　分

平成29年3月1日現在

平成28年3月1日現在

区　　　分 一般行政職(円)

給-4



給-5

ウ　級　別　職　員　数

級 職員数 ： 人 構成比 ： ％ 級 職員数 ： 人 構成比 ： ％ 級 職員数 ： 人 構成比 ： ％ 級 職員数 ： 人 構成比 ： ％

1 32 21.6 1 4 28.6 1 6 50.0 1 0 0.0

2 15 10.1 2 3 21.4 2 0 0.0 2 1 12.5

平成29年3月1日 3 31 20.9 3 4 28.6 3 2 16.7 3 0 0.0

現在 4 34 23.0 4 1 7.1 4 0 0.0 4 4 50.0

5 18 12.2 5 1 7.1 5 4 33.3 5 3 37.5

6 18 12.2 6 1 7.1 6 0 0.0 6 0 0.0

0.0

0.0

計 148 100.0 計 14 100.0 計 12 100.0 計 8 100.0

1 20 14.7 1 2 14.3 1 3 25.0 1 0 0.0

2 13 8.8 2 2 14.3 2 1 8.3 2 1 12.5

平成28年3月1日 3 29 19.6 3 7 50.0 3 1 8.3 3 0 0.0

現在 4 37 25.0 4 0 0.0 4 0 0.0 4 4 50.0

5 20 13.5 5 1 7.1 5 4 33.3 5 3 37.5

6 17 11.5 6 2 14.3 6 0 0.0 6 0 0.0

0.0

0.0

計 136 93.1 計 14 100.0 計 9 75.0 計 8 100.0

（級別の標準的な職務内容）

1級 2級 4級 6級 8級

主事等 主事等 係長・主査等 課長・参事 廃止

一般行政職 税務職 教育職

一般行政職 主査等 補佐・教頭 廃止

薬剤師医療技術職

区分 3級 5級 7級

区分



エ　昇給

行政職

現業職

　職　 　　員　　　 数（Ａ）（人） 183               181               2                  

 派遣指導主事　１　　再任用3

0 0 0

２号級 （人） 0

４号級 （人） 0

６号級 （人） 0

８号級 （人） 0

１０号級 （人） 0

0.0%

　職　 　　員　　　 数（Ａ）（人） 169               164               5                  

 派遣指導主事　１　　再任用2

0 0 0

２号級 （人） 0

４号級 （人） 0

６号級 （人） 0

８号級 （人） 0

１０号級 （人） 0

0.0%

0

本

　

年

　

度

　昇給短縮に係る職員数（Ｂ）（人）

　比　  　率 　（Ｂ）／（Ａ）（％）

区　　　　分 合　計 備考

代表的な職種

号級数別内訳

号級数別内訳

前

　

年

　

度

　比　  　率 　（Ｂ）／（Ａ）（％）

　特別昇給に係る職員数 　（人）

　昇給短縮に係る職員数（Ｂ）（人）

給-6



給-7

６月（月分） １２月（月分）

2.075 2.225 4.30 有

2.025 2.275 4.30 有

2.075 2.225 4.30 有

カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

２０年勤続の

者　（月分）○

２５年勤続の

者　（月分）○

３５年勤続の

者　（月分）○

最高限度

（月分）

その他の加算措置等 退職時特別昇給 備考

廃止

49.59

　定年前早期退職特別措置

（２～２０％加算）

廃止25.55625

国の制度

（支給率等）

34.5825 49.59

オ　期末手当・勤勉手当

49.59

　定年前早期退職特別措置

（２～２０％加算）

支給率等 25.55625 34.5825 49.59

備　　考

国の制度

前年度

本年度

区　　分

支 給 期 別 支 給 率

支給率計

（月分）

職制上の段階、職務の

等級による加算措置○



　キ　　そ の 他 の 手 当

　備考　　１　「ア　職員１人当たり給与」、「イ　初任給」、「ウ　級別職員数」、「エ　昇給期間短縮」

　　　　　　の職区分は、給料表の区分によることとし、複数の職種について同一の給料表を適用している場合にあって、原則として

　　　　　　それぞれの職種の区分によること。

　　　　　２　「ア　職員一人当たり給与」、「ウ　級別職員数」、予算調整時及びその1年前の数値により作成すること。

　　　　　３　「ア　職員一人当たり給与」の平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、退職手当を除いて算定すること。

　　　　　４　「イ　初任給」の国の制度の職種の区分は、原則として、当該会計において職員に適用される給料表に対応する俸給表が

　　　　　　適用される国家公務員の職種の区分によること。

　　　　　５　「ウ　級別職員数」の「（級別の標準的な職務内容）」は、原則として当該会計における最も代表的な職種の職員に適

　　　　　　用される給料表に係る職種について作成すること。

　　　　　６　「オ　期末手当・勤勉手当」は、管理又は監督の地位にある職員以外の職員について作成するものとし、支給期別支給率

　　　　　　欄及支給率計欄には当該職員の標準的な支給率を、備考欄には、算定基礎に含まれる手当の種類について国の制度との異同

　　　　　　等をそれぞれ記載すること。

同

使用距離区分が異なる

差  異  の  内  容

扶  養  手  当 同

区     分 国の制度との差異

通  勤  手  当 異

住  居  手  当

給-8



 



156,523

156,523156,523

156,523 千円

千円千円

千円

5,253,624

5,253,6245,253,624

5,253,624 千円

千円千円

千円

（単位：千円）

1,293,107 969,949 3,209 26,364 293,585

18,637 683 726 1,420 15,808

2,710,328 1,816,616 290,326 49,720 553,666

4,022,072

4,022,0724,022,072

4,022,072 2,787,248

2,787,2482,787,248

2,787,248 0

00

0 294,261

294,261294,261

294,261 77,504

77,50477,504

77,504 863,059

863,059863,059

863,059

372,933 130,477 19,979 222,477

343,716 83,056 21,479 239,181

336,048 54,414 23,207 258,427

1,052,697

1,052,6971,052,697

1,052,697 184,891

184,891184,891

184,891 0

00

0 83,056

83,05683,056

83,056 64,665

64,66564,665

64,665 720,085

720,085720,085

720,085

178,855 4,145 517 14,354 159,839

159,839159,839

159,839

178,855

178,855178,855

178,855 4,145

4,1454,145

4,145 0

00

0 517

517517

517 14,354

14,35414,354

14,354 159,839

159,839159,839

159,839

5,253,6245,253,6245,253,6245,253,624 2,976,2842,976,2842,976,2842,976,284 0000 377,834377,834377,834377,834 156,523156,523156,523156,523 1,742,9831,742,9831,742,9831,742,983

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

※事務費及び人件費（サービス提供に直接従事しない職員分）については除外しています。

平成29年度予算における市町村交付金（社会保障財源化分）が充てられている社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

平成29年度予算における市町村交付金（社会保障財源化分）が充てられている社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費平成29年度予算における市町村交付金（社会保障財源化分）が充てられている社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

平成29年度予算における市町村交付金（社会保障財源化分）が充てられている社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

特定財源 一般財源

国県支出金 町債 その他

引上げ分の地方消費

税（社会保障財源化

分の市町村交付金）

　保険衛生事業

小　　計

小　　計小　　計

小　　計

その他

社会福祉

社会福祉社会福祉

社会福祉

　社会福祉事業

　老人福祉事業

　児童福祉事業

小　　計

小　　計小　　計

小　　計

経　費

財　源　内　訳

合　　　　　計合　　　　　計合　　　　　計合　　　　　計

事　　業　　名

(歳入）地方消費税交付金（社会保障財源分）

(歳入）地方消費税交付金（社会保障財源分）(歳入）地方消費税交付金（社会保障財源分）

(歳入）地方消費税交付金（社会保障財源分）

(歳出）社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

(歳出）社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費(歳出）社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

(歳出）社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

社会保険

社会保険社会保険

社会保険

　国民健康保険事業

　介護保険事業

　後期高齢者医療事業

小　　計

小　　計小　　計

小　　計

保険衛生

保険衛生保険衛生

保険衛生

参考


